
令 和 ２ 年 １ 月 記 者 懇 談 会

日時 令和２年１月２４日（金）

午前１０時３０分

場所 政策会議室

１ 市長あいさつ

２ 市政記者クラブからの質問事項 （幹事社 東愛知）

なし

３ 市からの発表事項

（１）「しんしろ自治フェス２０２０」の開催について （自治振興課）

（２）上下水道料金改定の説明会について （経営課）

（３）「新城市下水道事業経営戦略（案）」パブリックコメント実施について （経営課）

４ その他

資料提供・情報提供

（１）新城市市民自治会議答申について （まちづくり推進課）

５ 行事予定表

次回開催日 ２月１７日（月）午後２時



報 道 機 関 発 表 資 料

（新城市）

内容

新城市地域活動交付金事業及び新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金の成果報告会と

して、「しんしろ自治フェス２０２０」を開催します。

地域づくりやまちづくりを目的のひとつとして活動する団体や、起業をめざす団体が日ご

ろの活動を広く市民に知っていただく機会とし、これから活動したい人や団体や活動してい

る人は、さらに活動の幅を広げるきっかけになることを目的に開催します。

当日は、文化会館展示室において今年度の各補助金を活用した活動団体の成果報告のパネ

ル展示を行います。また、小ホールでは、地域活動団体によるパネルディスカッション、基

調講演と市職員有志による地域活動交付金を活用する方法をわかりやすく説明するための劇

を実施します。

詳細は別紙チラシのとおりです。

記

１．日 時 令和 ２年 ３月 ７日（土）

１３：００～１６：３５

２．場 所 新城文化会館 小ホール

提出日 令和 ２年 １月２４日

担当課・室 企画部 自治振興課

担当職・氏名 課長 加藤 千明

連絡先（電話） （0536）23-7697
連絡先（FAX） （0536）23-2002

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）

件名 「しんしろ自治フェス２０２０」の開催について



新城自治フェス スケジュール

３月７日（土）

小ホール 展示室

１０：００ 地域活動団体

めざまち団体

パネル

展示１３：００

１３：３０

１３：４０

１３：４５

１５：０５

１５：１５

１５：３０

１６：３０

１６：３５

開場

司会 久保田久子氏（まちづくり集会実行委員）

オープニング 「よさこい」歌舞人

（地域活動交付金活用団体）

あいさつ 鈴木 誠 氏（愛知大学教授）

パネルディスカッション

（パネラー①）青山恵里（のんほい鳳来）

（パネラー②）星野朱実（お楽しみ市場 Gr.）
（パネラー③）安形 武（富岡まちづくり協議会）

（パネラー④）牧野正廸（五反田川カメの会）

（コーディネーター）鈴木誠（愛知大学教授）

休憩

演劇「鬼退治でまちおこし」

（市職員有志）

基調講演 大森 彌 氏

（演題未定）

あいさつ 市長

終了



基調講演

オープニングアトラクション
“歌舞人” による圧巻のよさこい踊り！！
13:30～

13:00 開場

パネル
ディス

カッション
基調
講演

２ 土

自治振興課
まちづくり推進課

出展

めざせ明日のまちづくり事業
補助金活用団体 全団体

主催　新城市
電話：(0536)23-7697　メールアドレス：shinshiro-jichi@city.shinshiro.lg.jp

パネル
展示

東京大学名誉教授
       大森 彌 氏

15:30
～16:30

パネラー

13:45
～15:05

地域活動交付金活用団体 全団体

10:00
～16:30

“自治する
新城”

S
hinshiro 

ji
c
h

i 
f
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s

令和 　 年 　    月   　 日 （ 　  ）３　７

自治フェス
しんしろ

20202020

電話：(0536)23-7692　メールアドレス：machizukuri@city.shinshiro.lg.jp

新城文化会館 小ホール（パネル展示のみ展示室）

めざせ明日のまちづくり事業
補助金活用団体 1団体

地域活動交付金活用団体 3団体

演劇「鬼退治でまちおこし」

15:15～15:30

※開催内容について一部変更する場合がございます

出演：新城市職員有志

“自治”を題材とした完全
オリジナルストーリー !!
ご期待ください !

 

 

 

パネルディスカッション

パネル展示

東京大学名誉教授
     大森 彌  氏

 



報道機関発表資料

（新城市）

令和２年４月１日より上下水道料金が改定されるため、地域自治区１０カ所において新料

金の説明会を行います。

上下水道料金説明会日程（予定）

鳳来地区

北西部地区 ２月１８日（火）１９：００～ 玖老勢コミュニティープラザ

東部地区 ２月２０日（木）１９：００～ 中央集会所

中部地区 ２月２５日（火）１９：００～ 開発センター

南部地区 ２月２７日（木）１９：００～ 山吉田財産区事務所

作手地区 ２月２８日（金）１９：００～ つくで交流館

新城地区

八名地区 ３月 ３日（火）１９：００～ 一鍬田公民館

千郷地区 ３月 ６日（金）１９：００～ 西部公民館

新城地区 ３月１０日（火）１９：００～ 本庁舎４－２ ４－３会議室

舟着地区 ３月１２日（木）１９：００～ 塩沢構造改善センター

東郷地区 ３月１８日（水）１９：００～ 消防防災センター災害対策本部室

件名 上下水道料金改定の説明会について

提出日 令和 ２年 １月２４日

担当課・室 経営課

担当職・氏名 課長 吉林 和久

連絡先（電話） （0536）23-7645
連絡先（FAX） （0536）23-7047
連絡先（E ﾒｰﾙ） suidou@city.shinshiro.lg.jp



未定稿

























報 道 機 関 発 表 資 料

（新城市）

内容

市民の皆さんへ持続的・安定的に下水道サービスを提供していくための指針として策定す

る「新城市下水道事業経営戦略」について、パブリックコメント手続き制度により、市民の

皆さんからの意見を募集します。

記

１ 募集期間 令和２年２月１７日（月）～ 令和２年３月１３日（金）

２ 提出方法 住所と氏名を記入の上、①から④のいずれかの方法

①経営課に持参

※土・日曜日および祝日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで

②郵送

〒４４１―１３９２（住所の記入不要） 新城市役所上下水道部経営課 あて

③ファックスで送信

FAX ０５３６－２３－７０４７

④Ｅメールで送信

suidou@city.shinshiro.lg.jp
※電話によるご意見の提出は、受け付けできません。

３ 計画案の閲覧期間 意見の募集期間と同じ

４ 閲覧の方法および場所

・市ホームページ

・上下水道部経営課

※土・日曜日および祝日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで

提出日 令和２年１月２４日

担当課・室 上下水道部経営課

担当職・氏名 課長 吉林和久

連絡先（電話） （0536）23－7645
連絡先（FAX） （0536）23－7047

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） suidou@city.shinshiro.lg.jp

件名 「新城市下水道事業経営戦略（案）」パブリックコメント実施について



 

 

新城市下水道事業経営戦略 
 

（令和２年度～令和１１年度） 

 

 

 

令和２年３月 

新城市上下水道部 
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第１章 はじめに 

 

 下水道は、生活環境の改善や公共用水域の保全に大きく貢献しており、わたしたちの生活に

欠かせないものです。この下水道を適正に維持し、長期的かつ効率的に経営していくための経

営戦略を策定しました。 

本経営戦略は、計画期間を令和２年度から令和１１年度とし、「第２次新城市総合計画」の施

策である「安全できれいな水循環を守る」に基づき、生活環境の保全のため「快適なくらしを未

来につなげる下水道」を目標に掲げています。下水道施設の老朽化、人口減少による使用料

収入の減少等、今後ますます厳しい経営状況に直面する中で、市民の皆さんへ持続的・安定

的に下水道サービスを提供していくための指針となっています。今後は、この経営戦略をもと

に、着実な事業進捗を図るとともに、徹底した効率化を行い、健全な下水道事業経営に努めて

いきます。 

 なお、本経営戦略は、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年度８月

29 日付総務省通知（総財公第 107 号・総財営第 73 号・総財準第 83 号））で策定を要請された

経営戦略として位置付けるものです。この経営戦略でいう下水道事業とは公共下水道、農業集

落排水施設及び地域下水道を合わせて言います。 

 

第２章 下水道事業概要 

 

１ 事業の現況 

本市の下水道事業は、昭和３７年に都市計画決定され、中心市街地の雨水排水整備から始

まりました。その後、昭和４６年に「健康で快適なまちづくり」を目指し、新城市下水道基本計画

が策定され、昭和５１年から面整備に着手し、平成元年より公共下水道の供用を開始しまし

た。平成３０年度末までに４３４ha の面整備が進み、現在も整備を進めています。昭和６０年か

らは緑が丘地区住宅団地の開発に伴い整備された地域下水道の供用を開始しました。また、

農業集落排水事業として、新城地区、鳳来地区、作手地区に計１０箇所の処理場を有し管理を

行っています。経営面では、平成２８年度より公共下水道事業、農業集落排水事業、地域下水

道事業の３事業を１つの下水道事業とし、地方公営企業法を一部適用しました。その後、平成

２９年度には、水道事業、工業用水道事業と経営統合し、地方公営企業法を全部適用していま

す。 

 

（１）施設 

イ 公共下水道事業 

公共下水道は、主として市街地における汚水や雨水を処理・排除するために地方公共団

体が管理する下水道です。本市では、汚水と雨水を分離して排除する、分流式下水道を採

用しています。汚水の全てを豊川流域４市と一体でなる豊川流域下水道に接続し、愛知県の

所有する豊川浄化センターで収集・処理しています。 
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表２－１ 豊川流域下水道計画処理区域及び汚水量 

名称 面積（ha） 計画人口 
処理能力 

（ ／日最大） 

豊川流域下水道 ６６２５．８ ２４３，９３０人 １６１，２３６

うち新城市 ８４９．０ ２２，１００人 １８，４５５

 

ロ 農業集落排水事業 

農業集落排水事業は、農業集落における生活雑排水等の汚水を処理する施設の整備に

より、農業用用水の水質汚濁を防止し農村地域の健全な水循環に資すことを目的としていま

す。本市は１０箇所（新城地区４箇所、鳳来地区２箇所、作手地区４箇所）の処理場で汚水処

理を行っています。また、農業の特性を活かし、４箇所で汚泥の農地還元を行っています。 

 

表２－２ 農業集落排水施設計画処理区域及び汚水量 

施設名 供用開始年月 計画人口 
処理能力 

（ ／日最大） 

新
城 

八名井処理場 平成１３年４月 ３９０人 １１７

吉川処理場 平成１４年４月 ７２０人 １９０

日吉浄化センター 平成２０年４月 ５２０人 １６９

新城南部処理場 平成２６年４月 

（一部供用開始） 

２，１６０人 ５３７

鳳
来 

巣山処理場 平成８年４月 １６０人 ３０

名号処理場 平成１３年３月 ３４０人 ６１

作
手 

高里処理場 平成５年１０月 

（一部供用開始） 

１，５７０人 １１９

菅守処理場 平成８年１２月 

（一部供用開始） 

４６０人 ７２

開成処理場 平成１２年５月 

（一部供用開始） 

９００人 １７７

巴処理場 平成２１年４月 

（一部供用開始） 

１，１６０人 １５３

 

ハ 地域下水道事業 

地域下水道は、緑が丘団地の開発に伴い整備された下水道で、緑が丘浄化センターで汚

水処理を行っています。 

 

表２－３ 地域下水道計画処理区域及び汚水量 

施設名 供用開始年月 計画人口 
処理能力 

（ ／日最大） 

緑が丘浄化センター 昭和６０年６月 １，０００人 ４００
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（２）整備状況 

 平成３０年度末の整備面積は９０６ha、管渠延長は２３５m で、事業ごとの整備状況は表２－４

のとおりです。また、平成２１年度からの整備面積の推移を図２－２に示しています。公共下水

道事業は現在も面整備を進めており、整備面積は拡大しています。農業集落排水事業は、近

年では平成２１年度から新城南部地区に着手し、平成２８年４月に竣工しています。新城南部

地区の竣工後は新たな事業計画はなく、既存施設の更新事業へシフトしている状況です。 

 

 

図２－１ 公共下水道事業整備区域図面（平成３０年度末時点） 

  

表２－４ 整備及び水洗化状況（平成３０年度末時点） 

事項 単位 公共下水道 農業集落排水 地域下水道 合計 

行政区域面積 ha ― ― ― ４９，９２３

全体計画面積 ha ８４９ ４６４ ８ １，３２１

整備面積 ha ４３４ ４６４ ８ ９０６

下水管布設延長 ㎞ １０６ １２５ ４ ２３５

行政区域内人口 人 ― ― ― ４６，４６２

現在処理区域内人口 人 １６，８８９ ４，５８４ ４９２ ２１，９６５

処理区域内人口密度 人/ha ３８．９ ９．９ ６１．５ ２４．２

水洗化人口 人 １４，５７６ ４，００８ ４９２ １９，０７６

水洗化率 ％ ８６．３ ８７．４ １００．０ ８６．８

※水洗化率＝（水洗化人口÷現在処理区域内人口）×１００ 
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図２－２ 下水道事業整備面積の推移 

（３）水洗化の状況 

 平成３０年度末現在の水洗化率は表２－４のとおりで、公共下水道事業で８６．３％、農業集

落排水事業で８７．４％、地域下水道事業で１００％、合計で８６．８％となっています。 

図２－３は年度別の水洗化人口と水洗化率を示しています。平成２６年度の水洗化率が低く

なっているのは、農業集落排水事業において新城南部地区の供用を開始しており、処理区域

内人口が増加したためです。水洗化人口は、整備による区域拡大に伴い増加傾向にあります

が、今後は面整備の収束により、人口減少の影響を受け減少していくことが予想されます。ま

た、既に整備された区域の中にも未だ接続に至っていない世帯が多数存在するため、今後は

未接続の方への戸別訪問等、接続促進への取り組みが課題となっています。 

     

図２－３ 水洗化人口と水洗化率の推移 

（４）使用料 

本市の下水道使用料体系は、公共下水道及び地域下水道は基本料金に従量使用料を加え
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た累進従量制、農業集落排水は、基本料金に世帯員別使用料を加えた人頭制を採用していま

す。使用料の見直しについては、原則として、新城市水道事業と同様に算定期間を３年間とし、

新城市水道料金等審議会に諮問を行い、審議会の答申をもとに使用料を決定することとして

います。 

一般家庭における１か月２０ あたりの使用料を表２－５に示しています。条例上の使用料

とは一般家庭における１か月２０ あたりの使用料、実質的な使用料とは料金収入の合計を有

収水量の合計で除した値に２０ を乗じたものです。また、新城市では農業集落排水使用料の

算出に人頭制をとっているため、この表では世帯員数３人の場合で算出しています。 

     

表２－５ 一般家庭における１か月２０ あたりの使用料（平成２９年度時点） 

内容 単位 公共下水道 農業集落排水 地域下水道 

条例上の使用料 

（２０ あたり） 
円／月 ２，５９２ ４，３３０ ２，５９２

実質的な使用料 

（２０ あたり） 
円／月 ３，１０２ ３，３３６ ２，８０３

条例上の使用料 

（２０ あたり） 

※使用料改定後 

円／月 ２，８６０ ４，４４４ ２，８６０

    ※使用料改定後とは、令和２年４月改定の使用料をいう。 

 

      イ 公共下水道及び地域下水道 

       図２－４に示すとおり、本市の平均的な一般家庭が１か月あたり２０ 使用した場合の使

用料は平成２９年度で２，５９２円となっており、類似団体平均である２，８６２円を下回って

います。（令和２年度の使用料改定後は、２，８６０円となります。） 

       また、公共下水道と同じ使用料体系である地域下水道の場合、使用料は、平成２９年度で

２，５９２円です。（使用料改定により、令和２年度は２，８６０円となります。） 

        
図２－４ 類似団体の下水道使用料比較表（公共下水道事業 平成２９年度） 
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      ロ 農業集落排水施設 

       図２－５に示すとおり、本市の平均的な一般家庭が１か月あたり２０ 使用した場合の使

用料は平成２９年度で４，３３０円です。これは、類似団体の平均を大きく上回っており、類

似団体の中でも高い水準であることがわかります。（令和２年度の使用料改定後は、４，４４

４円となります。） 

資料出典：総務省「平成２９年度下水道事業経営指標・下水道使用料の概要」 

 

       

図２－５ 類似団体の下水道使用料比較表（農業集落排水事業 平成２９年度） 

        

（５）組織 

     下水道事業の職員数は、過去１０年間で平成２２年度をピークにほぼ横ばいとなっており、平

成３０年度末では１０人となっています。また、平成２９年度には上下水道事業の経営健全化

を目的とし、水道事業との組織体制の再編を行っており、現在、上下水道部経営課、整備課

の２課体制で業務にあたっています。 

         
図２－６ 年度別職員数の推移 
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２ 民間活力の状況 

本市では、現在、処理場及びマンホールポンプの維持管理業務を民間業者に委託していま

す。今後は、委託の拡大や包括民間委託の検討等、より経費の削減や効率化に繋がる委託方

法の選定が課題となっています。 

 

３ 老朽化の状況 

 公共下水道事業は、昭和５１年度から汚水管を布設しており、平成３０年度末の汚水管渠延

長は１０３㎞になります。管路の標準耐用年数は５０年のため、計画期間の最終年度である令

和１１年度までに耐用年数が経過する管渠は約２．４㎞となります。この先１０年で老朽化によ

る深刻な影響はありませんが、平成８年度から平成１４年度までの間集中して整備を行ったた

め令和３０年度以降、多額の改築、更新工事費が必要となることが予測されます。 

 

 

図２－７ 年度別汚水管布設延長（公共下水道事業） 
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第３章 経営比較分析表を活用した現状分析 

  

総務省では、各公営企業の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標とその分析で構成

される「経営比較分析表」を毎年公表しています。これは、当該団体の経年比較や他の公営企

業との比較、複数の指標を組み合わせた分析から、経営の現状及び課題を的確に把握するこ

とができるものです。ここでは、図３－１、３－２で示す経営比較分析表の指標を用いて、経営

の健全性・効率性の分析を行っています。なお、ここでの分析は各事業ごととし、地方公営企

業法を適用した平成２８年度からの指標をもとにしています。また、地域下水道事業について

は、本市が任意で地方公営企業法を適用し実施している事業であり、他の公営企業との比較・

分析ができないことから省略しています。 

 

（１）公共下水道事業 

「①経常収支比率」は平成２８年度から９５％程度をほぼ横ばいで推移しており、類似団体平

均を下回っている状態です。１００％に満たず収支が赤字であるため、今後使用料の見直しや

接続率の向上等、収入増加に向けた経営改善が必要であると考えられます。「②累積欠損金

比率」は類似団体平均を大きく下回っていますが、平成２８年度から１０．４９ポイント上昇して

います。これは収入不足が大きな要因の一つであると考えられるため、今後は収入の増加を

図り、早期に黒字への転換を目指す必要があるといえます。「③流動比率」は平成２８年度から

１２．７２ポイント上昇していますが、類似団体平均を下回っている状況です。現状、1 年以内に

現金化できる資産で、1 年以内に支払わなければならない負債を賄えていないため、１００％を

目指し改善を行う必要があります。「④経費回収率」は平成２８年度から７．４９ポイント低下し、

「⑤汚水処理原価」は１３．７６円上昇しています。 

「⑧水洗化率」は類似団体と比べ高い数値となっていますが、今後１００％を目指し水洗化率

向上の取り組みが必要であるといえます。 

 

（２）農業集落排水事業 

「①経常収支比率」は料金体系の統一による収入の増加により上昇傾向にありますが、類似

団体平均をやや下回っている状況です。１００％に満たず収支が赤字であるため、料金収入の

見直し等の収入増加に向けた経営改善が必要であると考えられます。「②累積欠損金比率」

は、類似団体平均を大きく上回っている状況です。これは平成２８年度に企業会計へ移行した

当初から発生している累積欠損金の影響が大きいといえます。また、収入不足も要因の一つで

あると考えられるため、収入の増加を図り、黒字への転換が必要となっています。「③流動比

率」は現金預金の増加により上昇傾向にあり、類似団体平均も上回っている状況です。 

「⑤経費回収率」は料金体系の統一による収入の増加により上昇しているものの、１００％を

下回っている状況です。これは、使用料で回収すべき経費を使用料で賄えていないことを示

し、適正な使用料収入の確保や経費の削減等の取り組みが必要であると考えられます。「⑥汚

水処理原価」は新規接続者の増加による有収水量の増加により減少傾向にあります。 

「⑧水洗化率」は新規接続者の増加により平成２８年度より３．２２ポイント上昇しています

が、今後１００％を目指し水洗化率向上の取り組みが必要であるといえます。 
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①経常収支比率（％）【108.80】               ②累積欠損金比率（％）【4.27】 

（経常収益÷経常費用）×100             当年度末処理欠損金÷（営業収益－受託工事収益）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③流動比率（％）【66.41】                 ④経費回収率（％）【101.26】 

（流動資産÷流動負債）×100                   下水道使用料÷汚水処理費×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤汚水処理原価（円）【136.39】                ⑥水洗化率（％）【95.06】 

汚水処理費÷年間有収水量             （現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 経営比較分析表（平成２９年度公共下水道事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 当該団体値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【】 平成 29年度全国平均 
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①経常収支比率（％）【100.96】               ②累積欠損金比率（％）【198.51】 

（経常収益÷経常費用）×100             当年度末処理欠損金÷（営業収益－受託工事収益）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③流動比率（％）【32.86】                 ④経費回収率（％）【60.64】 

（流動資産÷流動負債）×100                   下水道使用料÷汚水処理費×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤汚水処理原価（円）【255.52】                ⑥水洗化率（％）【85.49】 

汚水処理費÷年間有収水量             （現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 経営比較分析表（平成２９年度農業集落排水事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 当該団体値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【】 平成 29年度全国平均 
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第４章 経営の基本方針 

 

 市民の皆さんへ持続的・安定的に下水道サービスを提供していくため、下記の基本方針を定

めました。これに基づき、次の取り組みを実施していきます。 

 

  下水道事業の経営健全化 

  現状、下水道事業の経営は非常に厳しく、支出に対し使用料収入が大きく不足している状

況です。経費の削減に加え、収入の確保が大きな課題となっています。持続的・安定的に事

業を経営するため、使用料などの収入の確保や、事業運営にかかるコストを削除することで

経営基盤の強化を図るとともに、下水道施設の計画的かつ効率的な改築・更新により投資

の合理化を行います。 

  

１ 未接続世帯への普及促進 

   下水道の重要な役割である公共用水域の保全のため、また事業経営の中で要となる使用

料収入の確保のために、水洗化は非常に重要になります。しかしながら、高齢世帯等の経済

的理由や浄化槽を使用している等の理由から下水道への接続がなかなか進んでいません。

負担の公平性を確保するためにも早期に下水道へ接続して頂く必要があるため、排水設備

工事資金の融資あっせん及び利子補給制度の活用や未接続世帯への広報・啓発、戸別訪

問等の普及促進活動を進めていきます。特に、供用開始から間もない区域を重点地区に位

置づけ、令和１１年度末までに公共下水道の新規拡張区域について接続率８０％、農業集落

排水の新城南部地区について接続率９０％を目指します。また、市民の皆さんに下水道事業

に対する関心・理解を深めてもらうための情報提供等に取り組み、下水道についてご理解頂

けるよう努めていきます。 

    

２ 維持管理費の削減 

   維持管理費で大きな割合を占める委託料、動力費、修繕費及び人件費については、特に

コスト管理を徹底していきます。現在、処理場等の維持管理業務を民間業者に委託していま

すが、他の業務についても他団体の成果等の情報を収集し、委託の拡大について検討する

と共に、包括民間委託による経費の削減・効率化の検討をしていきます。動力費に関して

は、現行の電力事業者以外の情報も収集し比較・検討していきます。修繕費に関しては、定

期的な点検により異常の早期発見に努め、機器の長寿命化を図ります。人件費について

は、事業の重要性や業務内容の変化等必要に応じて人員の増減を検討し、職員の適正な

配置に努めていきます。 

 

３ 使用料の見直し 

下水道事業に係る経費の負担は、原則として雨水処理に要する費用は公費で、汚水処理

に要する費用は私費（下水道使用料）で賄うこととなっています。しかし、人口減少により今

後ますます使用料収入の確保が難しくなることが見込まれるため、収入の不足分を一般会

計からの基準外繰入金に頼らざるを得ない状況です。今後は、未接続世帯への普及促進、

維持管理費の削減に努めた上で、使用者の皆さんに本来負担して頂くべき金額を負担して

頂くため、使用料改定について３年おきに検討していきます。 
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４ 下水道施設への投資の合理化 

   公共下水道については、全県域汚水適正処理構想に基づき、豊島、野田、石田、杉山、

富永及び豊栄地内において、令和６年度末を目標に下水道未普及区域の整備を進めていき

ます。令和７年度以降は管渠をはじめとした下水道施設の延命化と、その延命化や維持管

理に要する費用の平準化を図ることを目的として、下水道ストックマネジメントを導入します。

これにより計画的に更新を進め、限られた財源の中で投資の平準化に努めます。農業集落

排水施設、地域下水道は、施設のポンプ類や計器類等に関し耐用年数が経過した設備もあ

ることから、適正な管理や早期の修繕により可能な限り耐用年数を延ばすことで設備投資の

増加を抑制し、更新の平準化に努めます。また、公共下水道に隣接する農業集落排水施設

等で、老朽化が進み改築・更新が必要な処理施設については、処理区域の見直しによる施

設の統廃合を検討し、費用対効果の検証を行っていきます。 

 

５ 一般会計からの繰入金 

平成３０年度決算において、総収入１３．３億円に対し一般会計からの繰入金は約３．４億

円で、これは全体の２５％に当たります。このことから本市の下水道事業は、一般会計からの

繰入金に依存している状況であるといえます。今後は、収入の確保、経費の削減等の取り組

みを強化し、令和１１年度までに平成２９年度比で２０％の削減を目指し繰入金の抑制に努

めます。 

 

 

図４－１ 一般会計繰入金の推移 
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第５章 投資・財政計画（財政収支計画） 

 

１ 将来の事業環境 

（１）処理区域内人口及び有収水量の予測 

 本市の人口は、昭和６０年の５４，９６５人をピークに人口減少に転じています。平成１７年１０

月の合併以降もこの傾向が続き、平成２４年には５０，０００人を割り込みました。最近では、出

生数の減少に加え、社会動態も転入者より転出者が多い傾向が続いており、今後も人口減少

は続くものと予測されます。 

図５－１に示すとおり、水洗化人口は、未普及地域の解消、接続率の向上に伴い平成３０年

度まで増加傾向で推移しています。今後は、公共下水道事業において、令和７年度までの面整

備に伴い処理区域が拡大することから水洗化人口は増加していく見込みですが、その後は人

口減少に伴い水洗化人口も減少に転じると予測されます。水洗化人口の予測値は、既接続人

口については新城市人口ビジョンの人口の減少率を元に算出し、区域拡張による増加人口を

公共下水道事業計画に基づき算出しています。 

有収水量は、水洗化人口の推移により令和７年までは増加傾向が続き、その後減少していく

見込みです。また、令和元年度からし尿処理施設が公共下水道に接続されることにより大幅な

増加を見込んでいます。有収水量の予測値は、過去３年間の１人当たりの年間使用量（ ）に

水洗化人口を乗じて算出しています。 

 

図５－１ 水洗化人口と有収水量の推移 
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（２）使用料収入の見通し 

令和７年度まで面整備により処理区域が拡大することから、使用料収入は令和８年度までは

増加していきます。しかしながら、水洗化人口の減少により令和９年以降は年間有収水量が減

少していくと考えられることから、比例して使用料収入も減少していくものと考えられます。また、

現状、使用料で回収すべき経費を使用料で賄えていないことから、経費回収率を改善するため、

令和２年度から３年に一度使用料の見直しを予定しています。 

 

図５－２ 使用料収入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月から 

し尿等下水道投入施設が

接続したことによる増加 

令和２年４月 

使用料改定 

令和５年４月 

使用料見直し 

令和８年４月 

使用料見直し 
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２ 投資・財政計画（財政収支計画） 

（１）投資についての説明 

公共下水道については、汚水処理の未普及区域の解消を目指し、豊島、野田、石田、杉山、

富永及び豊栄地内において令和６年度末を目標に下水道未普及区域の整備を進めていきま

す。農業集落排水については老朽設備の取替工事を行っていきます。各事業の整備計画につ

いては表５－１のとおりです。 

 

表５－１ 下水道事業整備計画表                         （千円） 

 

 

（２）財政についての説明 

下水道事業では、建設投資に充てるため現在まで多額の企業債を発行しており、毎年の

償還金が膨らみ資金繰りが非常に厳しい状況となっています。そこで、下水道事業を持続

的・安定的に経営するにあたり、現金と内部留保資金の確保及び流動比率の改善を目標に

財政計画を策定しました。 

 

イ 国庫補助金及び資本費平準化債の活用 

建設投資財源に関しては、国庫補助対象事業を実施し国庫補助金の確保に努め、その他

事
業
名

工　種　別
R2

年度
R3

年度
R4

年度
R5

年度
R6

年度
R7

年度
R8

年度
R9

年度
R10
年度

R11
年度

　管渠実施設計 10,000 30,000
【豊島地区】
　汚水管渠布設工事
　φ150　L=1,710ｍ
【野田地区】
　汚水管渠布設工事
　φ150　L=2,670ｍ 125,000
【石田地区】
　汚水管渠布設工事
　φ150　L=2,700ｍ 55,000 110,000
【杉山地区】
　汚水管渠布設工事
　φ200・φ150　L=4,900ｍ 60,000 110,000 115,000 105,000
【富永地区】
　汚水管渠布設工事
　φ150　L=1,820ｍ 150,000
【豊栄地区】
　汚水管渠布設工事
　φ200・φ150　L=3,600ｍ 135,000 135,000
【老朽管路】
　汚水管渠布設替工事
　φ1,200　～　φ150 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

250,000 250,000 250,000 240,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

　汚水管渠布設工事 20,000 20,000 25,000 29,000 14,000
【老朽管路】
　汚水管渠布設替工事
　φ1,200　～　φ150 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
【その他】
　公共ます設置
　機器取替 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

40,000 40,000 45,000 49,000 34,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

290,000 290,000 295,000 289,000 184,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

団体営事業採択申請業務委託

13,500

【各地区】

　老朽施設取替工事

30,000 26,000 33,000 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,000 33,000

30,000 39,500 33,000 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,000 33,000

【各地区】

　老朽施設取替工事　ほか

8,590 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

8,590 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

38,590 39,500 38,000 38,200 38,200 38,200 38,200 38,200 38,000 38,000

施設別

【豊島・野田・石田・
　杉山・富永・豊栄地内】

　国庫補助対象事業費　計

【豊島・野田・石田・
　杉山・富永・豊栄地内】

　単独事業費　計

公共下水道事業費　総計

　補助対象事業費　計

単
独
事
業　単独事業費　計

農業集落排水事業費　総計

下
水
道
事
業

公
共
下
水
道
事
業

補
助
事
業

単
独
事
業

農
業
集
落
排
水
事
業

補
助
事
業
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に財源として企業債を活用します。また、起債の償還については、資本費平準化債を発行

し、公費負担の平準化を図ります。 

 

ロ 一般会計からの繰入金 

繰入金については、資本的収入額が資本的支出額に不足する額を補填するための内部

留保資金の確保、また、事業運営に必要な現金の枯渇を防ぐため現金の確保を考慮してい

ます。また、公共下水道事業については短期債務に対する支払い能力を改善するため、流動

比率を平成２９年度末の４４．２％から令和１１年度末には１００％へ増加させ、資金不

足を改善していくよう出資金を算出しています。 

 

（３）財政収支計画について 

財政収支計画作成にあたり算出に用いた考え方は表５－２のとおりです。 

 

表５－２ 財政収支計画算出方法 

 

項 目 算 出 条 件 

収
益
的
収
入 

営
業

収
益 

料金収益 排水人口推計値、排水量推計値を基に算出 

営
業
外
収
益 

他会計補助金 

(他会計繰入金) 

総務省の操出基準に基づき算出 

長期前受金戻入 
既存施設分は資産台帳により算出 

新規分は令和元年度以降に支出する資本的支出により算出 

収
益
的
支
出 

営
業
費
用 

職員給与費 直近決算（平成３０年度）の組織体制・職員数から算出 

経
費 

動力費 
各年度の決算額を年間排水量で割り平均単価により算出 

算出した平均単価を推計により算出した年間排水量を乗じ算出 

修繕費 直近３か年の平均により算出 

その他 
直近３か年の平均により算出 

流域下水道負担金については排水量推計値を基に算出 

減価償却費 
既存施設分は資産台帳により算出 

新規分は令和元年度以降に支出する資本的支出により算出 

営
業
外

費
用 

支払利息 
既存施設分は企業債償還台帳により算出 

新規分は令和元年度以降に借入する企業債により算出 

資
本
的
収
支 

資
本
的
収
入 

企業債 建設改良費に基づき充当する企業債を算出 

資本費平準化債 企業債償還金、減価償却費の推計に基づき、資本費平準化債を算出 

他会計負担金 総務省の操出基準に基づき算出 

国・県補助金 公共下水道事業計画により算出 

工事負担金 現在および今後の区域拡張計画により算出 

資
本
的 

支
出 

建設改良費 
公共下水道事業計画により算出、職員給与費については直近決算

（平成３０年度）の組織体制・職員数から算出 

企業債償還金 
既存施設分は企業債償還台帳により算出 

新規分は令和元年度以降に借入する企業債により算出 

その他 流域下水道建設負担金の推計値により算出 
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欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う

ち
建

設
改

良
費

分

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

営
業

外
費

用
支

払
利

息
そ

の
他

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

動
力

費
修

繕
費

材
料

費
そ

の
他

減
価

償
却

費

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入
そ

の
他

収
入

計
営

業
費

用

受
託

工
事

収
益

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
他

会
計

補
助

金

営
業

収
益

料
金

収
入

推
計

料
金

収
入

改
定

料
金

収
入

料
金

改
定

率
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年
　

　
　

　
　

度
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分

１
．
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0
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0
0
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0
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0
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0
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7
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0
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0
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0
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0

3
4
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0
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7
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0
0

3
8
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0

3
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0
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3
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0

２
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6
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1
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1

5
0
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1

5
0
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1

5
0
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0
1

1
7
,0

0
0

1
7
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0
0

1
9
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0
0

2
0
,0

0
0

2
1
,0

0
0

2
2
,0

0
0

2
3
,0

0
0

2
5
,0

0
0

３
．

４
．

1
,4

0
8

1
,4

7
1

1
,5

3
6

1
,6

0
4

1
,6

7
6

５
．

６
．

9
,1

3
4

1
1
,2

0
0

1
9
,2

0
0

2
5
,2

8
0

2
1
,0

0
0

2
1
,0

0
0

2
1
,0

0
0

2
1
,0

0
0

2
1
,0

0
0

2
1
,0

0
0

2
1
,0

0
0

2
1
,0

0
0

７
．

８
．

2
,6

7
3

1
,7

0
8

5
1
5

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

９
．

(A
)

6
8
,7

3
4

7
5
,8

5
1

9
2
,3

8
7

1
1
4
,9
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7

1
1
5
,2

8
5

8
7
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7
6

8
8
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0

9
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0
0

9
5
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0
0

9
8
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0
0

9
9
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0
0

9
8
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0
0

1
0
0
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0

(B
)

(C
)

6
8
,7

3
4

7
5
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5
1

9
2
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7

1
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4
,9

3
7

1
1
5
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8
5

8
7
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6
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0
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0
0

9
5
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0
0

9
8
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0
0
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9
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0
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8
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1
0
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１
．

9
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8
9
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8

3
1
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8
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3
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,6

9
3
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3
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9
3

4
2
,3

9
3
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3
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(H
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1
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4
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6
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1
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3
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○
他

会
計

繰
入

金
（
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位
：
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分
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0
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9
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0
0

2
0
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0
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2
1
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0
0

2
2
,0

0
0

2
3
,0

0
0

2
5
,0

0
0

1
,4

0
8

1
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7
1

1
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3
6

1
,6

0
4

1
,6

7
6

4
6
,6

6
1

5
0
,9

0
1

5
0
,9

0
1

5
0
,9

0
1

5
0
,9

0
1

1
7
,0

0
0

1
7
,0

0
0

1
9
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
1
,0

0
0

2
2
,0

0
0

2
3
,0

0
0

2
5
,0

0
0

1
1
8
,6

1
8

1
1
8
,3

8
1

1
0
3
,3

5
7

9
7
,3

4
8

1
0
1
,1

5
4

8
9
,7

9
9

8
5
,1

9
3

8
7
,1

8
8

8
8
,1

4
7

8
7
,1

7
8

8
8
,3

0
2

8
9
,4

6
9

9
1
,5

0
2

令
和

1
0
年

度
令

和
1
1
年

度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入 資 本 的 支 出

令
和

9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度

補  財 源

平
成

2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
1
年

度
令

和
2
年

度
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度
令

和
6
年

度
令

和
7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度

令
和

4
年

度
令

和
5
年

度
令

和
6
年

度
令

和
7
年

度
令

和
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
1
年

度
令

和
2
年

度
令

和
3
年

度

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

企
業

債
残

高

内
部

留
保

資
金

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

そ
の

他

計

補
 

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)
損

益
勘

定
留

保
資

金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

建
設

改
良

費

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金
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第６章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 

 今後、毎年度この計画の実施状況について進捗管理（モニタリング）を行います、また、料金

改定を行う３年ごとに見直し（ローリング）を行うことにより、PDCA サイクルを効果的に回し、本

経営戦略の事後検証、更新を行っていきます。 

 

 

      

 

図６－１ PDCA サイクル概念図 
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資料 用語の説明 

 

用  語 説   明 初出頁

水洗化率 
現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理し

ている人口の割合を表した指標。100%となっていることが望ましい。 
3 

経常収支比率 

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支

払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標。単年度の収

支が黒字であることを示す 100%以上となっていることが必要とされ

る。 

8 

累積欠損金比率 
営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標。累積欠損金が発

生していないことを示す 0%であることが求められる。 
8 

流動比率 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標。１年以内に支払うべき

債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す 100%以上

であることが必要とされる。 

8 

経費回収率 
使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表し

た指標。使用料水準等を評価する指標となる。 
8 

汚水処理原価 

有収水量１ あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水処理に係

るコストを表した指標。 

※有収水量…下水道使用料の徴収の対象となった水量 

8 

企業債 
地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるため発行

する地方債。 
15 

資本費平準化債 
元金償還期間と減価償却期間との差により構造的に生じる資金不

足を補うために発行する地方債。元金償還に充てられる。 
16 
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報 道 機 関 発 表 資 料

（新城市）

令和元年６月５日付けで新城市市民自治会議へ諮問された下記事項について、答申を行い

ますのでお知らせします。

内容

１ 開催日時

令和２年２月１２日（水） 午後７時から

２ 開催場所

市役所 ４階 ４－１会議室

３ 内容

諮問

(１)新城市自治基本条例の定める市民の権利を具現化するための公開政策討論会条例
について

(２)若者総合政策その他若者が活躍するまちの形成の推進に関する事項について

提出日 令和 ２年 １月２４日

担当課・室 まちづくり推進課

担当職・氏名 課長 森 玄成

連絡先（電話） （0536）23-7692
連絡先（FAX） （0536）23-2002

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） machizukuri@city.shinshiro.lg.jp

件名 新城市市民自治会議答申について



新　城　市　長　日　程　予　定　表 新城市
作成現在日：

日 曜日 行　　　　　　　　　　　　　　　事

1 土 13 ： 30 新城ラリー　PRセレモニー 名古屋 栄広場

2 日 10 ： 00 五平餅サミット 新城 道の駅もっくる新城

13 ： 30 健康・医療に関するシンポジウム 新城 新城文化会館 大会議室

3 月 12 ： 00 五日会 新城 本庁舎 政策会議室

15 ： 00 土地開発公社　理事会 新城 本庁舎 政策会議室

4 火 11 ： 00 三河・東美濃地域間高規格幹線道路建設促進協議会　要望活動 名古屋 愛知県庁他

14 ： 30 三河・東美濃地域間高規格幹線道路建設促進協議会　要望活動 静岡 静岡県庁他

18 ： 00 新城市商工会工業部会　会員交流事業　講演 新城 新城市商工会館 大会議室

5 水 13 ： 30 豊川水源基金理事会 豊橋 豊橋市役所 第1委員会室

15 ： 00 東三河市町村長会議 豊橋 豊橋市役所 政策会議室

6 木 9 ： 00 部長会議 新城 本庁舎 政策会議室

7 金 17 ： 00 東三河五市長会議　意見交換会 豊川 豊川市役所 市長応接室

8 土 10 ： 00 第27回　東三河ボランティア集会 新城 新城文化会館 小ホール

9 日 8 ： 00 KINAN　AACA　CUP　第2戦 新城 新城総合公園

10 月

11 火

12 水 10 ： 00 東三河広域連合　2月議会 豊橋 豊橋市役所 議場

19 ： 00 市民自治会議　答申 新城 本庁舎 4-1会議室

13 木 10 ： 00 東三河広域連合　2月議会 豊橋 豊橋市役所 議場

14 金 9 ： 00 市政経営会議 新城 本庁舎 政策会議室

12 ： 00 三役会 新城 本庁舎 市長室

13 ： 30 国民健康保険運営協議会 新城 本庁舎 4-3会議室

17 ： 50 新城市教員組合定期大会　-女性部定期総会・青年部総会- 新城 新城文化会館 小ホール

15 土 9 ： 30 奥三河メディカルバレープロジェクト 新城 新城市民病院

15 ： 00 愛知建連新城支部　第63回　定期総会 新城 新城観光ホテル 東館

16 日

17 月 10 ： 00 議員への報告会 新城 東庁舎 委員会室

10 ： 30 議案説明会 新城 東庁舎 議場

14 ： 00 記者懇談会 新城 本庁舎 政策会議室

18 火 15 ： 00 第2回　新城市青少年問題協議会 新城 本庁舎 政策会議室

19 水 10 ： 00 新城市防災会議 新城 本庁舎 4階会議室

13 ： 30 奥三河観光協議会　第2回　理事会 新城 本庁舎 政策会議室

16 ： 00 奥三河ビジョンフォーラム　新春懇談会　災害支援協定調印式 新城 新城文化会館 大会議室

16 ： 30 奥三河ビジョンフォーラム　新春懇談会　奥三河4市町村長懇談会 新城 新城文化会館 大会議室

18 ： 50 奥三河ビジョンフォーラム　新春懇談会　奥三河特産品試食会 新城 道の駅もっくる新城

20 木

21 金 15 ： 30 第4回　代表区長会議 鳳来 鳳来総合支所 第5会議室

17 ： 30 代表区長会　懇談会 鳳来 湯の風HAZU

22 土

23 日

24 月

25 火 10 ： 00 市議会定例会本会議　第1日 新城 東庁舎 議場

26 水 13 ： 30 新城市観光協会　第2回　理事会 新城 新城文化会館 301講習室

27 木 13 ： 30 さわやかネットつくで「穂積市長との懇談会」 作手 つくで交流館 多目的会議室

28 金 10 ： 00 愛知県立新城東高等学校　卒業証書授与式 新城 新城東高等学校 体育館

29 土 9 ： 00 新城市民病院　院内発表会 新城 新城市民病院

令和2年 2月

令和元年1月21日

時　　間 場　　　　　所
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